
 

遠隔手話通訳サービスの導入について 

 

１ 目的 

○ タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、県の合同庁舎等に来庁された聴覚障

がい者と窓口の職員とのコミュニケーション支援を行う。 

 

２ サービスの概要 

  

 

 

○ 聴覚障害者の方は、手話、指文字、筆談、口話や読話などにより会話をし、人によりコミ

ュニケーション方法が異なるため、ご本人の意向を確認し、タブレット利用もできることを

ご案内する。 

○ ろう者はタブレットを通じて、神奈川県聴覚障害者福祉センター（予定）に常駐する手話

通訳者と向かい合ってもらい、職員は音声で手話通訳者とやりとりする。 

○ 実施するのは、火曜日から金曜日（週４日）の 8:30～17:15 

         

３ 委託先 

 社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会（予定） 

 

４ スケジュール 

 ○ 遅くとも 29年５月１日（月）から遠隔手話通訳サービス開始 

 

５ 実施方法 

（１）タブレット端末を配備する出先機関  

○ 合同庁舎等 15ヶ所に１台ずつ配備。 

NO 合同庁舎等 主な出先機関 

1 藤沢合同庁舎 

・藤沢県税事務所 

・藤沢土木事務所 

・湘南三浦教育事務所 

・かながわ男女共同参画センター 

2 平塚合同庁舎 

・平塚県税事務所 

・湘南地域県政総合センター 

・平塚土木事務所 

・中教育事務所 

・平塚水道営業所 

・パスポート申請窓口 

3 小田原合同庁舎 

・小田原県税事務所 

・県西地域県政総合センター 

・県西教育事務所 

・小田原保健福祉事務所 

・小田原児童相談所 

・パスポートセンター小田原出張所 

（音声・画像） 

［手話通訳者（社会福祉法人神奈川県聴覚障害

者総合福祉協会の手話通訳者を予定）］ 
［県出先機関窓口］  

資料 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 横須賀合同庁舎 

・横須賀県税事務所 

・横須賀三浦地域県政総合センター 

・湘南三浦教育事務所 横須賀駐在事務所 

5 厚木合同庁舎 

・厚木県税事務所 

・県央地域県政総合センター 

・厚木保健福祉事務所 

・厚木水道営業所 

・厚木児童相談所 

・県央教育事務所 

6 高相合同庁舎 

・県央地域県政総合センター高相分室 

・相模原県税事務所 

・相模原南水道営業所 

7 川崎合同庁舎 
・川崎県税事務所 

・川崎給与事務所 

8 高津合同庁舎 ・高津県税事務所 

9 津久井合同庁舎 

・県央地域県政総合センター津久井分室 

・相模原県税事務所津久井支所 

・厚木土木事務所津久井治水センター 

10 足柄上合同庁舎 

・県西土木事務所 

・小田原保健福祉事務所足柄上センター 

・県西地域県政総合センター森林部 

・自然環境保全センター足柄出張所  

・県西教育事務所  

11 自治会館 ・横浜県税事務所 

12 神奈川県税事務所 ・神奈川県税事務所 

13 緑県税事務所 ・緑県税事務所 

14 戸塚県税事務所 ・戸塚県税事務所 

15 自動車税管理事務所 ・自動車税管理事務所 


